
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＡの自動車共済に日常生活賠償責任特約を付加することで 

日常生活の思わぬトラブルでの賠償責任に備えられるようになりました。 

●たとえばこんなとき（日常生活のトラブルの例） 

自転車で通行人に 

ケガをさせてしまった。 

飼い犬が他人を噛んで 

ケガをさせてしまった。 
公園で野球をしていて 

他人の家にボールが当たり 

窓を割ってしまった。 

お支払いには所定の条件があります。 

この資料は概要を説明したものです。詳細に

つきましては「重要事項説明書（契約概要・

注意喚起情報）」および「ご契約のしおり・約

款」により必ずご確認ください。 

●お問い合わせは… 

【24012102005】 

そのほかにも… 

・買い物中にお店の商品を誤って壊してしまった。 

・こどもが友達の家に遊びに行って置物を壊してしまった。 

・階段で足を踏み外し、他人にぶつかって転落してしまい、 

後遺障害を負わせてしまった。 

・洗濯機のホースが外れて水漏れし、階下に損害を与えてしまった。 
※住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。 

気を付けていてもトラブル・事

故が起こってしまうこともあり

ますので備えが大切です。 

ポイント① 等級に関わらず1,890円の共済掛金で付加できます。（一時払の場合）

ポイント② 記名被共済者１名の加入により、ご家族も保障対象※となります。

ポイント③ 事故時の相手方との示談交渉はＪＡ共済が引き受けます。

ポイント④ 支払限度額は２億円なので、高額の賠償責任にも対応できます。

日常生活賠償責任特約のポイント

※ 記名被共済者本人および記名被共済者の配偶者、同居の親族、別居の未婚の子などが保障対象となります。



 

 

 

 

24012102007  

 

にご加入の皆さま 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応急手当、救急車の手配を行ってく

ださい。軽いケガや自覚症状のない

場合でも、医師に診断をしてもらう

ようにしましょう。事故車をそのま

まにしておくと、交通渋滞や後続事

故の原因となります。すぐに安全な

場所へ避難しましょう。 

安全を確保したら、警察への届出と

相手方の確認を行いましょう。共済

金の請求をするときには、交通事故

証明書や医師の診断書などが必要

です。そのためにもすみやかな届出

が大切です。 

■警察には次の事項を連絡します。 

①事故発生の日時と場所。 

②負傷者の人数とその程度。 

③壊したものとその程度。 

④事故に対して講じた措置。 

警察への連絡後、ＪＡへ詳しい通

知、および相談をします。できるだ

け現場での状況が的確にわかるよ

う相手方、目撃者からの確認とメモ

を忘れずに。 

■ＪＡへも次の要点をご連絡ください。 

①事故状況・日時・場所。 

②相手方の住所・氏名・連絡先・ 

傷害の程度・病院名・車両番号。 

③目撃者の住所・氏名。 

④届出警察署と担当官。 

（おもて）

（うら）  
01 999 001 45678 

 0123-45-6789 

00000 
令和  ○年  ○月  ○日  午後  ４時から 

令和  ○年  ○月  ○日  午後  ４時まで 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
こちらに 

お電話ください！ 

ＪＡの営業時間外にＪＡ共済事故受

付センター（フリーダイヤル）へご連

絡いただいた事故 

について、対応員 

が事故現場に急 

行し、事故状況の 

聞取りなどを行 

います。 

※本サービス受付時間は、平日：０時～８時、１７

時～２４時、土日・祝日：終日です。 

※事故現場からお電話いただき、ご利用者さまが

現場急行をご希望された事故が対象となりま

す。 

※原則として、対応員の出動拠点から事故現場

まで３０分程度で到着できることが条件となりま

す。ただし、高速道路上、離島、山間部など一

部の場所は本サービスの対象外となります。 

※ＪＡ共済より業務委託を受けたＡＬＳＯＫの対応

員が急行します。 

※本サービスの受付時間は、平日：１７時～

２１時（対応は２２時まで）、土日・祝日：９時

～２１時（対応は２２時まで）です。 

※対人賠償事故（人身傷害事故を含みま

す）、対物賠償事故、車両諸費用保障特

約のついた車両単独事故が対象となりま

す。 

※ご契約内容が確認できない場合、既にご

加入先のＪＡの損害調査サービス担当者

が対応中である場合等、本サービスを実

施できない場合があります。 

ＪＡの営業時間外にＪＡ共済事

故受付センター（フリーダイヤ

ル）へご連絡いただいた事故

について、初期対応専任のス

タッフがご利用者さまからの相

談対応や相手方への迅速な対

応（事故受付の連絡・修理工

場への連絡・代車の手配等）を

行います。 

ＪＡの営業時間外にＪＡ共済

事故受付センター（フリーダ

イヤル）へご連絡いただい

た事故について、休日面談

専任のスタッフがご利用者

さまを訪問し、事故に関する

ご質問・ご相談に親身にお

応えします。 

※本サービスの受付時間は、金

曜・祝前日：１７時～２４時、土

曜：終日、日曜・祝日：０時～１７

時です。 

※対人賠償事故で、事故の相手

方が入院または死亡された場

合が対象となります。 

※ＪＡ共済より業務委託を受けた休

日面談専任のスタッフが対応し

ます。 

■各種サービス共通の注意事項（サービスのご利用にあたっては所定の条件があります。） 
※交通事情、気象状況等により、サービス業者の到着に時間がかかる場合またはサービスのご提供ができない場合があります。 
※本資料は各種サービスおよび保障に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては「重要事項説明書（契約概要・  
注意喚起情報）」および「ご契約のしおり・約款」により必ずご確認ください。 

※このチラシの記載内容は令和６年６月時点の取扱いによるものです。 
 

走行不能となった場合の 

修理工場までの運搬に

かかる手配や費用を 

サポートします。 

走行不能となった場合の 

その場での応急修理に

かかる手配や費用を 

サポートします。 

走行不能となった場合の

緊急の宿泊費用や公共

交通機関での帰宅費用

をサポートします。 

修理完了後の車の引き

取りにかかった陸送費ま

たは往路１名分交通費を

サポートします。 

※ご契約のお車の燃料切れにより生じた損害（電

気自動車である場合の電池切れを除く）は保障

の対象とはなりません。 

※宿泊費用、帰宅等費用、陸送等費用は、ご契約

のお車が走行不能となり、修理工場等まで搬送

された場合に限り、共済金をお支払いします。 

※宿泊帰宅等サポートおよび帰宅等サポートは

ご利用対象者 1 名につき 1万円を限度としてお

支払いします。（飲食等に要した費用は除く。） 

※陸送等サポートは 15 万円を限度としてお支払

いします。 

※レッカー・ロード費用保障条項が締結されている場合、 

レッカー・ロードサービスをご利用いただけます。 

           

 
24019990084 
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テキストボックス

JAUSER
テキストボックス

JAUSER
６コマ目の吹き出し
相手のいる事故の場合、代車費用は相手方から保障されると思われている方も多いですが、一方的なもらい事故を除き、代車費用については相手方から保障されない場合がほとんどです。そのような場合に備えるためにも「車両諸費用保障特約」をおすすめします！

JAUSER
テキストボックス
ご存知ですか？

JAUSER
テキストボックス
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 乗用トラクター 田植機 普通型・自脱型コンバイン ブームスプレイヤー フォークリフト 

     

短
期
加
入 

(注）共済期間 12 ヶ月で 

お申し込み下さい。 

共済掛金 
（共済期間１ヶ月） 

8,770円 

共済掛金 
（共済期間２ヶ月） 

45,640円 

 
（共済期間３ヶ月） 

60,360円 
 

共済掛金（共済期間３ヶ月） 

35,950円 
（注）共済期間 12 ヶ月でお申し込み下さい。 
（注）フォークリフトの場合 

別途自賠責共済への加入が必要です。 

共
済
掛
金 

（
共
済
期
間
12
ヵ
月
） 

37,390 円（年払）   147,450 円（年払）   87,630 円（年払）   45,830 円（年払） 

１年間無事故の場合 10年間無事故の場合 １年間無事故の場合 10年間無事故の場合 １年間無事故の場合 10年間無事故の場合 １年間無事故の場合 10 年間無事故の場合 

継続契約の共済掛金 

31,030 円（年払） 

継続契約の共済掛金 

21,960 円（年払） 

継続契約の共済掛金 

120,850円（年払） 

継続契約の共済掛金 

82,690 円（年払） 

継続契約の共済掛金 

72,030 円（年払） 

継続契約の共済掛金 

49,680 円（年払） 

継続契約の共済掛金 

37,900 円（年払） 

継続契約の共済掛金 

26,520 円（年払） 

お
す
す
め 

 

プ
ラ
ン 

（農耕作業用小型特殊自動車） 

 

 

 

 

 

 

 

（農耕作業用小型特殊自動車） 

 

 

 

 

 

 

 

（農耕作業用小型特殊自動車） 

 

 

 

 

 

 

 

（土木・建設用作業機） 

 

 

 

 

 

 

 
 

このような 
事故が保障 
されます 

■農作業機運行中の事故により… 

他人を死傷させてしまった。（対人賠償責任条項） 

他人の車や物を壊してしまった。（対物賠償責任条項、対物超過修理費用保障 ） 

ご自身のご家族が死傷してしまった。（人身傷害保障条項、傷害定額給付条項） 

■偶然な事故により… 
農作業機に損害が生じてしまった。（車両条項） 

【車両条項において保障の対象となる事故の例】 

◆衝突・接触・墜落・転覆・物の飛来・物の落下等

の偶然な事故により生じた損害 

◆火災・爆発・台風・洪水・高潮等の偶然な事故に

より生じた損害 

 

               

  新規 

普通型コンバイン 

  新規   新規 
  新規 

  車両保障付！ 

作業中の万一に安心保障を！ 

※共済金のお支払いには所定の要件があります。 

※上記共済掛金は令和６年６月時点の共済掛金です。また、農耕作業用小型特殊自動車においては、農業用安全自動

車割引は「なし」の場合の試算です。 

※車両保障は農作業機の現在の価値（価額）に合わせて設定させていただきます。 

※「１年間無事故の場合」、「10 年間無事故の場合」の共済掛金・車両保障は、現在の共済掛金率・価値（価額）で

試算しています。 

※この資料は概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「重要事項説明書（契約概要）」を必ずご覧下さい。ま

た、ご契約の際には、「重要事項説明書（注意喚起情報）」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧下さい。  

お問い合わせ 

24019990085 

自脱型コンバイン 

等級：６D 等級  人身傷害保障条項：無制限 

対人賠償：無制限 傷害定額給付条項：1,000 万円 

対物賠償：無制限(免責０万円) 治療共済金：倍額型 

対物超過修理費用保障：あり 

弁護士費用保障特約：あり 

事故有係数適用期間：０年  

自動継続特約：あり（共済期間 12 ヵ月未満の契約を除く） 

等級：６D 等級  人身傷害保障条項：無制限 

対人賠償：無制限 傷害定額給付条項：1,000 万円 

対物賠償：無制限(免責０万円) 治療共済金：倍額型 

対物超過修理費用保障：あり 

弁護士費用保障特約：あり 

事故有係数適用期間：０年 

車両保障（全損害担保）：300 万円（免責１万円） 

自動継続特約：あり（共済期間 12 ヵ月未満の契約を除く） 

 

  車両保障付！ 
等級：６D 等級  人身傷害保障条項：無制限 

対人賠償：無制限 傷害定額給付条項：1,000 万円 

対物賠償：無制限(免責０万円) 治療共済金：倍額型 

対物超過修理費用保障：あり 

弁護士費用保障特約：あり 

事故有係数適用期間：０年 

車両保障（全損害担保）：1,000 万円（免責１万円） 

自動継続特約：あり（共済期間 12 ヵ月未満の契約を除く） 

等級：６D 等級  人身傷害保障条項：無制限 

対人賠償：無制限 傷害定額給付条項：1,000 万円 

対物賠償：無制限(免責０万円) 治療共済金：倍額型 

対物超過修理費用保障：あり 

弁護士費用保障特約：あり 

事故有係数適用期間：０年 

自動継続特約：あり 

自賠責セット割引：あり 

 

レッカー・ロード費用保障条項付き 







時間が経つにつれ、死亡保障の必要保障額は変化していきます。

今あなたに
必要な

ライフステージによって
必要保障額が減少

保障金額を

幼稚園

小学校

中学校

高校

大学

生活費

小学校

中学校

高校

大学

生活費

中学校

高校

大学

生活費

高校

大学

生活費

大学

生活費

一緒に考えてみましょう

NEWご 相 談 受 付 中

子の
進学子の

誕生

結婚

人生100年時代の
新たな働き方

物価上昇
 賃金据え置き

今月もピンチ…

ライフプランの
イメージは…

例えば、一般的に
準備すべきお子さまの教育費や生活費は
時間が経つにつれて少なくなります。

こうしたお子さまの成長に伴い
必要保障額も変化していきます。

死亡保障ニーズ

限定的？
・　・　・手厚い保障が

必要な時期は

JA共済から を新しい保障の仕組み“ ”
詳しい情報は裏面をご覧くださいご提案

けれど「もしも」の時を考えると
葬儀とお墓の費用約 万円300

万円1,000 以上、
幼稚園から大学までの教育費は

万円2,500

国公立で

すべて私立だと
以上

独身

いたします

※2 出典：文部科学省「平成30年度子供の学習費調査」、（株）セールス手帖社保険FPS研究所「ライフプランデータ集2022年版（大学生の教育費総額）」をもとにJA共済連作成
※1 出典 :（株）鎌倉新書 いい葬儀「第５回 お葬式に関する全国調査 2022年」をもとにJA共済連試算

※1

※2



23481020384

この資料は概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「重要事項説明書（契約概要）」を必ずご覧ください。
また、ご契約の際には、「重要事項説明書（注意喚起情報）」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

詳しい情報はホームページをご覧ください 

お問い合わせは

ＪＡ共済ホームページアドレス https://www.ja-kyosai.or.jp 

ＪＡの「みちびき」は、
ライフステージに応じて合理的に
備えられる、新しい保障です

ライフステージに合わせて
保障金額を逓減させることで、

お手頃な共済掛金で
必要十分な保障を準備できます。

必要保障額は年々減少。「みちびき」は、そんなライフステージに合わせられる、合理的なプランです。

死亡時だけでなく、
所定の重度要介護状態や
第1級後遺障害の状態も

保障します。

所定の障害状態となったときに、
それ以降の共済掛金は

「共済掛金払込免除」により
いただきません。

特長① 特長② 特長③

死亡保障の負担が軽くなる分を、ご自身の病気やケガ等への備えに見直すことも可能です。
病気から死亡にわたる一連のリスクへの備えについて、あわせて考えてみませんか？

で、準備しましょう！
いろいろな保障から
最適な組合せをご提案します。

死亡
重い生活
習慣病・
三大疾病

身体障害状態・
介護状態・
認知症

病気・ケガ・
がん 詳しくは

こちらへ

仕組図

30歳ご加入

共
済
金
額

70歳45歳（逓減開始年齢）

共
済
金
額×

30
％

第1共済期間（15年） 第2共済期間（25年）

● 逓減開始年齢は一定
範囲内で自由に設定
できます。
第1共済期間

第2共済期間

毎年逓減

「共済金額と同額」を
保障します。

「共済金額に所定の
率を乗じて得た額」を
保障します。

契約日から逓減開始年齢
に達する日の属する共済
年度の末日までの期間を
いいます。

逓減開始年齢に達する日
の属する共済年度の翌共
済年度の初日から共済期
間の満了日までの期間を
いいます。

● 第2共済期間中は、最終年度の共済金の
　額に向けて毎年所定の率で逓減します。
● 最終年度の共済金の額は共済金額の
30％となります。
〈ご契約例の場合〉
3,000万円×30%＝900万円

● 逓減開始年齢の誕生日以後初めて到来
　する契約応当日から逓減開始します。

万一の時
共済金の額

万円3,000

万一の時
万円900

このプランには、下記の特約と制度も含まれています。
指定代理請求特約
受取人となる被共済者が、共済金等を請求で
きない身体状況にある場合などに、あらかじめ
指定された方が代理請求することができます。

生前給付特約
余命6か月以内と判
断された場合、共済
金を前払いします。

共済掛金払込免除制度
病気・災害により所定の状態
になられた場合、以後の共
済掛金はいただきません。

このプランにご加入いただける年齢

歳～　　歳15 44
ご加入いただける年齢は
プランによって異なります。*

ご契約例

歳30
加入年齢

主契約
●共済金額：3,000万円
●逓減開始年齢：45歳
●共済期間：70歳満了

特約
●指定代理請求特約
●生前給付特約

（共済掛金の払込経路が口座振替扱いの場合）

共済掛金（2023年4月現在）
男性月払い
女性月払い

男性年払い
女性年払い

8，808円
5，208円

103，476円
61，446円

共済掛金（例）

割りもどし金は、ご契約後3年目から
発生し、ご契約中いつでもお引出しに
なれます。ただし、割りもどし金の額は
年度ごとに変動し、経済情勢などに
よっては0となる年度もあります。

割
り
も
ど
し
金

解約に際しては、組合の定める取扱い
に基づき計算した金額を返れい金とし
てお支払いしますが、場合によっては
ご契約後長期間または共済期間を通
じて、返れい金はまったくないか、あっ
てもごくわずかとなることがあります。

返
れ
い
金

お払込みいただく共済掛金（一部抜粋）
（2023年4月現在）

月払い 年払い

15

20

25

30

35

40

7,128円

7,638円

8,148円

8,808円

9,528円

10,398円

84,006円

89,826円

95,856円

103,476円

112,446円

122,706円

月払い 年払い

4,458円

4,698円

4,908円

5,208円

5,538円

5,898円

52,416円

54,966円

57,966円

61,446円

65,286円

69,606円

加入
年齢
（歳）

男 性 女 性

● 定期生命共済（逓減期間設定型）にご加入
いただける年齢は15歳～65歳です。
プランによって異なりますので、詳しくは
お近くのJAまでお問い合わせください。

● 左記プランをご選択いただいた場合の
共済掛金です。

● 上記の共済掛金は、払込経路が
　口座振替扱いの場合です。

逓減開始年齢について

保障を逓減させている分、共済掛金は割安になります！22注目
ポイント

11注目
ポイント

逓減開始年齢により、逓減が開始する時期を任意に設定可能であり、ライフステージに
合わせて逓減時期を設計することで、個々人のニーズに応じて保障を準備できます。

……………最短期間9年

……………最短期間1年
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※令和 5年１月末現在の法令等に基づいたものです。 



 


